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はじめに 

 

 高槻市学校教育審議会（以下、「審議会」という）は、令和６年４月に設置され、高

槻市における義務教育学校の設置について、教育委員会より諮問を受けた。 

 第１回審議会の教育長あいさつの中で、「現在の高槻の教育の原点」として、平成１

２年の「高槻市教育改革懇話会の提言」が紹介された。「改革は、バラ色のものである

とは限らない。いかなる改革も、現状を変えるという痛みを伴うものである。」「教育

についていえば、現状を維持するということは、学校と社会の間の乖離をますます大き

くし、その病巣を深刻にしていくことにつながる。」－その巻頭言は、これまでの高槻

市の教育改革遂行を支えた理念であるとして、強く印象付けられた。同時に、２０年来

の教育改革の集大成であり、これからの高槻市の教育の大きな方向性にもつながる諮問

内容に、審議会の役割の大きさを実感した。 

 約２年に及ぶ１０回の審議会の中で、「これからの義務教育を創る」ことを見据え、

「義務教育９年間の一貫性・連続性のある教育活動を通じた児童生徒の学力の向上や豊

かな人間性の育成を目指し、高槻市の現状を踏まえた義務教育学校の設置」について調

査・審議を重ねた。 

学校・保護者・地域等の様々な立場の委員から、多角的な観点で審議を進めることが

でき、これまでの連携型小中一貫教育の成果や課題を踏まえ、今後、どのような教育を

行うのかという、学校教育が目指す方向性については、一定の共通理解に至った。 

一方で、諮問にある、高槻市の現状を踏まえた義務教育学校の設置に関しては、審議

会でのさらなる議論が必要ではないかと考えた。そのため、これまでの審議内容を、高

槻の小中一貫教育について教育的な観点からまとめた「中間報告」とすることとした。 

また、本報告に則り、今期の審議会で出された課題については、事務局において、一

定の期間をかけて調査研究されたい。その上で、審議会として、義務教育学校設置につ

いての議論をさらに深め、これからの高槻市の教育の充実に向けて、よりよい答申とな

るように、引き続き調査・審議を進めたい。 
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１．教育委員会からの諮問 

審議会は令和６年４月１日に設置され、令和６年５月３１日付けで、高槻市における

義務教育学校の設置について高槻市教育委員会から諮問を受けた。 

 

【資料１】令和６年５月３１日付け諮問書 
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＜義務教育学校制度の概要＞ 

 

「小学校６年・中学校３年」という義務教育の年限については、戦後の昭和２２年に

定められ、以後約８０年間にわたり継続されている。しかし、この約８０年の間で、社

会環境や子どもを取り巻く状況は、急激に変化している。特に、義務教育期間におけ

る、子どもたちの「心身の発達の早期化」や「価値観の変化」は、著しいと言われてい

る。 

そのような状況下で、義務教育の在り方について、「実態に応じた、柔軟な対応が必

要ではないか」といった議論がなされるようになった。 

このような社会の変化や要望を受け、平成１８年、平成１９年に教育基本法及び学校

教育法が改正され、義務教育９年間の目的・目標が新設された。義務教育９年間を通じ

た教育活動の充実に向けて、系統性・連続性に配慮した教育に取り組む機運が高まっ

た。 

さらに、平成２７年の学校教育法の改正では、学校教育制度の「多様化」および「弾

力化」を促進するために、小中一貫教育を実施することを目的とする「義務教育学校制

度」が創設された。 

義務教育学校は、一つの教職員集団が一体となって、小学校から中学校までの義務教

育９年間を一貫して行う学校で、一つの学校であることを生かした「特色のある教育課

程」の編成が可能となる。学校施設の形態については、「施設一体型」「隣接（併設）

型」「施設分離型」があり、全国には、様々な施設形態の義務教育学校が存在している。 

全国的に設置を進める自治体が増加しており、先行して設置された義務教育学校の多く

は、小中一貫教育のカリキュラム研究を推進するなど、自治体全域へ発信するリーディング

校の役割を担っている。 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

【資料２】「学校基本調査」（文部科学省）をもとに作成 
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２．これからの社会に求められる教育 

 

（１）第４期教育振興基本計画 （文部科学省） 

 

令和５年６月１６日に閣議決定された「第４期教育振興基本計画」は、政府が策定す

る教育に関する総合計画であり、今後５年間の国の教育政策全体の方向性や目標、施策

などを定めている。 

将来の予測が困難な時代の中、我が国の教育をめぐる現状や課題を踏まえ、２０４０

年以降の社会を見据えた教育政策におけるコンセプトとも言うべき総括的な基本方針と

して、「持続可能な社会の創り手の育成」「日本社会に根差したウェルビーイングの向

上」が掲げられている。 

審議会においても、高槻の子どもたちにどのような力をつけていってほしいか、その

ための学校教育はどう在るべきかについて審議を行った。そこでは、学校教育の役割

は、「学力を育むこと」と「人間性を涵養すること」であり、各教科等で育成する資

質・能力を着実に定着させることが大切であることを再確認した。また、「粘り強く取

り組む」「仲間と協力する」といった非認知の力に加え、学ぶ意義を理解し、学びが社

会を変えることにつながる意識を育む重要性も論議された。それは「将来子どもが今住

んでいる地域を担っていけるように育ってほしい」という地域からの要請とも通じるも

のでもある。 

「日本社会に根差したウェルビーイング」は、自己肯定感や自己実現などの「個人が

獲得・達成する能力や状態に基づくウェルビーイング」と、利他性や協働性、社会貢献

意識などの「人とのつながり・関係性に基づくウェルビーイング」の両者を調和的・一

体的に向上させていくことが重要であるとされている。これは、子どもたちを「みんな

が幸せになるために、自分に何ができるのか」と考えることができる大人へと育むこと

と言い換えることができる。審議会においても、自己実現とよりよい社会をつなぐため

の当事者としての意識を育むことの大切さについて語られた。 

教育の目的は、教育基本法第１条にあるように、「人格の完成を目指し、平和的な国

家及び社会の形成者」として子どもを育むことである。多様な社会的要請があったとし

ても、これからの義務教育を考えるうえで、子どもたちを、どのような社会の創り手と

して育てるかという視点が大切であり、いかなる時代においても、学校が、子どもたち

に、平和で民主的な社会の土台となる価値観や資質・能力を涵養する場でなくてはなら

ない。 
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（２）学習指導要領改訂に係る方向性 

 

日本の学校教育は、学校教育法をはじめとする様々な法律により、教育機会の均等と

教育水準の維持・向上の基盤となる制度が構築され、全国的に一定水準の教育を保障し

てきた。また、教職員が、学習指導のみならず、生徒指導等の面でも主要な役割を担

い、知・徳・体にわたる全人的な教育を提供していることが国際的にも高く評価されて

いる。 

令和６年１２月２５日に、文部科学省から中央教育審議会に対して、学習指導要領改

訂に向けた諮問がなされている。諮問では、子どもたちが社会で活躍する２０４０年代

を展望するとき、初等中等教育が果たす役割はこれまで以上に大きいとし、これまでの

よい点を継承しながら新たな時代にふさわしい在り方を構築する必要があると示されて

いる。 

中央教育審議会への諮問の中では、子どもたちを取り巻くこれからの社会や現在の学

校の状況を踏まえ、「顕在化している課題」が示され、「主体的に学びに向かうことが

できていない子どもの増加」、「多様性を包摂し、可能性を開花させる教育の実現」の

必要性、「『正解主義』や『同調圧力』への偏り」、「自律的に学ぶ自信がある生徒が

少ない」「子どもの社会参画の意識、将来の夢を持つ子どもの割合」の低さ等が挙げら

れている。 

 

 

３．高槻市における教育改革 

 

（１）これまでの教育改革の理念 

 

公教育には、社会経済的背景に関わらず、すべての子どもたちの学力を保障し、成熟

した市民へと育む使命がある。高槻市では、子どもたちの「学力の向上」や「市民性の

育成」を目指し、平成１２年の教育改革懇話会の提言に基づく様々な教育改革に取り組

んできた。特に、平成１９年の「２学期制」の導入や、平成２８年の「連携型小中一貫

教育」の全校実施は、これまで進めてきた教育改革をより効果的に進めるためのもので

あり、令和７年度に導入が完了したコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

も、この枠組みを生かし取組を進めているものである。 

 

 

  ‐ 平成１２年 教育改革懇話会 提言 

  ‐ 平成１３年 「高槻市の教育改革について」策定 

  ‐ 平成１９年 ２学期制の実施 
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  ‐ 平成２２年 ラーニングＳプロジェクト 

          連携型小中一貫教育の研究を推進             

  ‐ 平成２８年 すべての中学校区で連携型小中一貫教育を実施 

          地域と連携した特色ある学校づくり推進事業 

  ‐ 令和 ３年 「第２期高槻市教育振興基本計画」策定 

  ‐ 令和 ５年 学習指導拠点校区の研究委嘱 

  ‐ 令和 ７年 すべての中学校区での学校運営協議会の設置 

【資料３】第１回高槻市学校教育審議会資料をもとに作成 

 

「２学期制」の導入や「連携型小中一貫教育」の全校実施などの教育改革に通底する

のは、校長の教育課程編成権の拡大である。１年間の横の拡大が「２学期制」、９年間

の縦の拡大が「連携型小中一貫教育」であり、学校の方針を地域や保護者と共有するこ

とで公共性を担保するのが「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）」であ

る。 

先述した学習指導要領改訂に向けた検討の中でも、多様な子どもたちを包摂する柔軟

な教育課程の在り方が論議され、校長の教育課程編成権の拡大の方向性が示されてい

る。このことは、子どもたちへの個別の配慮に留まらず、すべての子どもたちが、小さ

な社会である学校において、異なる背景をもつ仲間と協働しながら、共生社会の担い手

として成長することを目指すものであると理解できる。そのためには、学校が、子ども

や地域の実態を踏まえ、創意工夫しながら義務教育９年間の教育課程を編成することが

重要である。 

 

（２）第２期高槻市教育振興基本計画 

 

国の教育振興基本計画を参酌し、地域

の教育の振興のための施策に関する基本

計画の策定に努めることが求められてい

る中、高槻市では、令和３年３月に「第

２期高槻市教育振興基本計画」を策定し

た。「第６次高槻市総合計画」の分野別

計画として、令和１２年度までの１０年

間の教育の目指す方向性と基本方針を示

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料４】第２期高槻市教育振興基本計画（表紙） 
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高槻の教育がめざす社会像は、「多様な人々と協働しながら、一人一人が活躍し、安

全で安心して豊かに暮らせる社会」であり、子ども像は「人や社会とつながり、学び続

け、よりよい自分と社会を創る子ども」である。 

 

 
【資料５】第１回高槻市学校教育審議会資料より 

 

 

【資料６】第１回高槻市学校教育審議会資料より 

 

この間、社会状況や教育環境が大きく変化する中でも、重点取組や、めざす子ども像

の実現に向けた６つの目標と２６の基本施策を着実に推進してきた。 

引き続き、国の教育振興基本計画の方向性や学習指導要領改訂の動向を踏まえ、本計

画に基づく取組を着実に進めていく必要がある。 
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（３） 連携型小中一貫教育の現状 

 

① 実施当初の目的 

 

社会に参画し、責任を果たしながら自分らしく生きていくために、２１世紀の

社会を生き抜く力としての学力の獲得を目的とする。そのために、９年間の一貫

した「学習指導」、「生徒指導」、「地域連携」 に取り組むことで、 

（１）高槻市の教育の質の更なる向上 

（２）社会参画力（確かな学力・豊かな人間性・健やかな心身）の育成 

（３）教職員の意識改革と指導力の向上 

（４）学校と地域社会の連携・協働の推進 

を目指す。 

【資料７】「小中一貫教育学校の在り方について（答申）」平成２８年１０月 高槻市小中一貫教育学校検討委員会より 

 

② 取組による成果 

 

平成２８年度にすべての中学校区

で連携型小中一貫教育を実施し、子

どもたちに社会で生きる力をつける

べく取組を進めてきた。 

各中学校区では、９年間を見通し

た系統性・連続性のあるカリキュラ

ムを編成・実施するため、義務教育

９年間の教育ビジョンを全体構想図

として示した中学校区グランドデザ

インを策定し、各中学校区の実態に

応じた取組を実施している。 

各中学校区の実態に応じて、創意

工夫した取組が展開される中、以下

のような様々な成果が生まれた。 

 

 

 
【資料８】中学校区グランドデザイン（例）第二中学校区 
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【資料９】第２回高槻市学校教育審議会資料より 

 

・中学校区での学力課題の共有と９年間の連続性のある指導内容・指導方法の研究の充

実により、高槻の子どもたちの学力向上につながった。 

 

 

【資料１０】第２回高槻市学校教育審議会資料より 
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・小学校・中学校それぞれの生徒指導体制の整備により、中学校区としての組織的な対

応が強化され、子どもの成長につながる生徒指導の充実につながった。 

 

・中学校区単位でのコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入が進めら

れ、家庭や地域等の参画を得ながら、地域とともにある学校づくりが推進された。 

 

・中学校区の管理職及び教職員の連携・協働が進み、義務教育９年間の一貫性・連続性

のある教育を実施する組織体制が強化された。 

 

・校種を超えた児童生徒の交流も盛んに行われ、校種間の段差を埋めるだけでなく、異

年齢の関わりの中で豊かな心を育む機会につながった。 

 

それ以外にも、学校安全の取組、家庭学習、不登校児童生徒の支援等、各中学校区の

実態に応じた様々な取組が生み出された。全国学力・学習状況調査の学校質問紙調査の

「校種間連携」に関わる内容においては、全国の数値と比較して、肯定的評価が高い状

況があらわれており、各中学校区での継続的な取組として定着していることが伺える。 

 

 

【資料１１】第２回高槻市学校教育審議会資料より 
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③ 推進上の課題 

 

連携型小中一貫教育については、モデル中学校区での研究開始から１０年以上が経過

し、それぞれの中学校区で着実に実践を積み重ねてきた。 

しかしながら、さらに取組を進める過程で、学校の努力や工夫では解消が難しい連携

型小中一貫教育の制度上の限界が課題として浮き彫りになった。 

 

【審議会での意見より】 

 

・中学校区の教育目標であるグランドデザインを策定し、前期・中期・後期の学年

区分を踏まえた系統性のある教育活動が目指されているが、複数の学校組織が存

在する中で、それぞれの独自性が自然と尊重され、一貫した指導の充実に至るま

での難しさがある。 

・各学校や学年単位での学力課題の分析と比較して、中学校区の学力課題の分析が

十分になされておらず、中学校区の研究内容にもバラつきが生じてしまう。 

・目指している方向性が同じであっても、アプローチがそれぞれであり、目標への

意識が薄れると方法の違いだけが浮き彫りになり、中学校区内での差と映ってし

まう。 

・校種の違いによる学習観・指導観の差が未だに存在している。その中でも、不登

校児童生徒数増加の課題に対して、これまで以上に中学校区としての支援体制の

充実が求められる。 

・すべての中学校区で学校運営協議会が設置され、学校ごとでなく中学校区と地域

との連携の在り方を確立する必要がある。 

・多様化・複雑化する教育課題に対応するためにも、義務教育９年間の教育に責任

を持つ教職員体制の強化が必要になる。 

・中学校区の実態に応じて、創意工夫を重ねてきた中で、中学校区間、学校間の取

組の差が大きくなっている。    

【資料１２】高槻市学校教育審議会要点録をもとに作成 

 

小学校と中学校が別々の学校制度として設計されていることや、児童生徒の発達の段

階により求められる教育活動が異なることなどにより、指導体制や指導方法などの様々

な違いが積み上げられてきた。 

義務教育９年間で子どもを育てていく、力をつけていくという認識を教職員はもちろ

ん、保護者や地域に理解してもらうことも必要となる。 

また、教職員の働き方改革の必要性もある中、複数の組織が協議しながら連携してい

くことの時間的な負担にも留意する必要がある。 
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４．高槻が目指す小中一貫教育  

 

（１）高槻の学校に根付く小中一貫教育 

 

高槻市では、全中学校区で実施している連携型小中一貫教育の枠組を活用し、各中学

校区の「めざす子ども像（１５歳時の姿）」「中期的な経営ビジョン」「各年度の教育目標

と重点取組」を設定した中学校区グランドデザインを策定し、中学校区の小中学校が連

携し義務教育９年間を見通した教育課程を編成している。 

令和４年度から段階的に導入し、令和７年度に全中学校区での導入を完了したコミュ

ニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、連携型小中一貫教育の枠組みを活用し、

各中学校区に学校運営協議会を設置している。校長が示す学校運営の基本的な方針であ

る中学校区グランドデザインの承認を通して、学校だけでなく、地域・家庭など、中学

校区の大人が方針を共有し、教育の当事者として皆で子どもたちを育てる仕組みを構築

している。 

また、第２期高槻市教育振興基本計画の重点取組に掲げる「安全・安心な学校づくり」

に関しても、セーフティ・プロモーションスクールの認証校であり、学校や地域、保護

者、関係機関などが連携・協働し、学校安全の推進を図る「安全協働学区」として選定

された第三中学校区をはじめとして、すべての中学校区がグランドデザインに学校安全

の取組を位置付け、中学校区で取組を推進している。 

このように、現在進められている高槻市の様々な教育施策や取組は、連携型小中一貫

教育の枠組みを基盤としてその効果を高めており、中学校区を単位とした、確かな学力

や豊かな心の育成、地域との協働関係の強化を着実に進めていることを確認することが

できた。 

 

（２）学校を取り巻く課題 

 

一方で、昨今、変化の激しい時代の中で、子どもたちが抱える課題は複雑化、多様化

しており、社会全体で学校や教職員を支え、乗り越えていかなければならない課題が、

非常に多く存在している。全国的にコロナ禍によって、教育格差の拡大、不登校児童生

徒の増加が加速したと考えられ、高槻市においても同様の傾向が見られる。社会経済的

な背景に関わらず、すべての子どもたちに学力を保障することは公教育の使命である。 

 学校や地域を取り巻く大人の関係性の変化も学校運営に大きな影響を与えている。共

働き世帯の増加や価値観の多様化により、これまで地域や保護者間の共助により解決さ

れていた課題が、個別に学校に持ち込まれるようになっている。子どものよりよい教育

の実現のためには、学校・家庭・地域・行政など関係するすべての大人が教育の当事者

としてそれぞれの役割を果たすとともに、社会の土台を創る学校の公共的な役割を再認

識する必要がある。 
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 また、社会に求められる学校の役割が増大する中、教員の働き方改革も世間の耳目を

集めている。現在の教職員の年齢構成は、２０代・３０代が５割以上を占め、いわゆる

ベテランの教員のもつ知識や経験の伝承が難しい学校も多い。子どもにとっての最大の

教育環境は教員である。公教育の要である教員を取り巻く環境を整備し、教員が本来担

うべき学習指導、生徒指導に注力し、その専門性を十分に発揮できるようにすることは

喫緊の課題である。 

 

（３）高槻が目指す小中一貫教育の在り方についての検討 

 

審議会では、学習指導拠点校区の委嘱を受けている第一中学校区と、第１期のモデル

中学校区としてコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を導入している城南中

学校区より実践報告を受けた。２つの中学校区の実践報告では、中学校区の「めざす子

ども像」の実現に向けて、小学校と中学校が連携した取組による成果を確認することが

できた。両中学校区の取組から、今後の高槻の小中一貫教育の在り方を検討するための

多くの示唆を得ることができる。 

 

① 第一中学校区の実践報告 

 

第一中学校区では、令和５年度より教育センターの委嘱を受け、学習指導拠点校区と

して、これからの社会を生きる子どもたちに確かな学力を育むため、教員の専門性を高

めるとともに、互いに学び合う組織づくりの研究を行っている。目指す授業として、教

員が与えた正解を覚える授業ではなく、児童生徒が、教員の指導を通して、既習の知識

や生活経験と関連づけながら深く考え、新たな知識として「わかった」と実感を伴って

理解できる授業を掲げている。また、「教師は、教室と職員室で成長する」という考え方

に基づき、授業研究班を組織し、日常的に教員同士の授業参観や事後協議などを行うこ

とで、授業力の向上を図っている。校長が一人で教員を育てるのではなく、教員同士が

学び合い、自身の教育観や授業観を問い直すことで、授業力の向上や児童生徒理解を深

めることにつなげている。 

第一中学校区の学習指導の研究実践から見られる教職員の組織づくりや専門性の向上

については、審議会で実施した豊中市立庄内さくら学園（令和５年度開校の義務教育学

校）の視察においても関連する報告があった。小中学校の教員が同じ職員室で日常的に

学び合い、授業参観や教科部会を通じて刺激を与え合う環境の中で専門性の向上を図っ

ている様子が伺えた。また、「９年生が卒業していくのを見送りたい」と、前期課程（小

学校）の教員が後期課程（中学校）の教員免許の取得を目指すなど、義務教育学校での

勤務を通じて、９年間で子どもを大人へと育てるという教員の意識や仕事観が変わって

きているとのことだった。 

小学校と中学校の教員が、互いの授業を理解し合うことは、子どもたちに学力を育成
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する上で極めて重要である。９年間の学習や成長の中で、どの部分を担っているかとい

う理解が深まり、系統性のある指導を行いやすくなり、９年間の教育課程の理解を通し

た授業力の向上と学校の組織力の向上が期待できる。 

 

② 城南中学校区の実践報告 

 

城南中学校区では、令和４年度より、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

を導入している。中学校区の小中学校で、９年間でつけたい資質・能力と、総合的な学

習の時間のカリキュラムを整え、子どもたちが多様な他者と協働して、地域が抱える課

題を解決する探究的な学習を進めるなど、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制

度）の仕組みを活用し、学校だけでなく、家庭や地域の大人が力を合わせて、子どもた

ちの「市民性」を育成している。 

 城南中学校区の報告では、学校を取り巻く地域の教育力の向上が語られた。公立の学

校の最大の特徴は、地域の存在である。コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）

は、地域の力を生かし、子どもを大人にするための仕組みである。地域の未来を担う子

どもたちの成長は、その地域に住む人々の希望であり、学校を核とした９年間の協働の

取組を進めることは、子どもたちに地域への愛情や誇りを育み、地域の将来を担う成熟

した大人への育成につながる。 

庄内さくら学園の視察においては、隣接するコミュニティ拠点とのつながりや、地域

の方が、授業支援や子どもの見守り活動、朝食会などを通じて学校づくりに参加してい

る様子が報告され、学校が地域の拠点としての役割を果たしていることも報告された。 

現在進めているコミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）を基盤として、中学

校区における保護者や地域をはじめとした教育に関わる大人の当事者意識の醸成や、地

域の公共施設などの様々な社会・教育資源を活用した学校づくりをさらに推進すること

で、学校の公共性を高める効果が期待できる。 

  

その他にも、審議会では、今後の高槻の小中一貫教育の在り方について、以下のよう

な意見が挙げられた。 

 

【審議会での意見より】 

 

・保護者・地域・学校が総がかりで育てた子どもが、社会の当事者としての意識を高

め、自立した学習者として成長し、高槻という地域で未来を創る。そんな大人にす

る教育を充実させるために、改めて義務教育９年間の枠組みで考えることの重要性

を実感した。 

・小中の文化が融合することは、教職員の仕事観に影響を与え、やりがいにつなげら
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れることや、授業改革につながっていく。 

・幼児期の教育は、興味のあるもの、好きだと感じるもの、やってみようと思うとこ

ろから始まり、主体性から始まるといえる。その中で自立する基礎を養っている。

身近にある様々な環境を通して学ぶことも、教職員が一致してつなげていけるとよ

い。 

・小学校、中学校の教育観の差というのは、依然としてある。就学前から始まり、小

中学校につながっていく教育観・指導観が組織として一貫したものになることで、

中学校区で策定されている「めざす子ども像」への意識も自ずと高まっていく。 

・多様な大人、異学年の子どもとの関わりが広がる。その環境の中では、よいことば

かりではなく諍いなども増えることもある。そこで、お互いの折り合いをつける機

会も増えることになる。そういった総合的な勉強そのものが、人間の根っことなる

一番大事なところを育てていく栄養素となる。 

・小さな学校でも子どもたちの成長はあると思うが、大きな学校であれば、異質な集

団で交流する力がより高まる。 

・学校の敷地内や隣接した施設に地域の人が集える場所があることで、子どもたちが

社会とのつながりを感じられる教育活動が展開しやすく、地域の中で一緒に子ども

を育てていける環境が作りやすい。 

・不登校児童生徒や特別な支援・配慮を要する児童生徒への対応については、一人一

人の９年間の成長を見通した手立てを考えることが大切である。 

【資料１３】高槻市学校教育審議会要点録をもとに作成 
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５．答申策定に向けた今後の検討事項 
 

これまでの審議会で出された、今後の審議を進めるにあたっての検討すべき事項につ

いて、以下のとおり整理する。 

検討事項については、高槻市の現状を踏まえた具体的な議論を行えるよう、一定の期

間、事務局において調査研究することを求める。 

 

① これからの教育との関連 

・これからの学校教育に係る重要な位置付けであるため、学習指導要領改訂の動向を十

分に踏まえた答申とする必要がある。 

 

② 様々な学校規模に対応した学校教育の在り方 

・児童生徒の適切な教育環境をつくる観点から、多様な学校規模の現状を把握し、それ

ぞれの特徴や課題を明らかにする必要がある。 

・今後の人口推移の状況によっては、改めて適正規模の議論が必要になる可能性もあ

る。その際は、平成１３年の「高槻市学校規模等適正化審議会」の答申を踏まえつ

つ、新しい時代に応じた基準を検討することも考えられる。 

 

③ 各中学校区の現状の把握 

・各中学校区における様々な実践や研究の成果、コミュニティ・スクール（学校運営協

議会制度）の活動状況、市内小中学校の地域ごとの地理的・文化的な特徴をこれまで

以上に把握する必要がある。 

・連携型小中一貫教育の現状については、平成２８年の「高槻市小中一貫教育学校検討

委員会」の答申を踏まえ、改めて各中学校区の実態を把握する。 

・通学路、施設の老朽化、地域の防災拠点としての機能等を含む各中学校区の安全・安

心な学校づくりの実態や取組状況等を把握する。 

 

④ 学校施設の在り方 

・多様な学習活動を展開できる学習空間の実現など、これからの教育に対応する施設整

備の在り方について、高槻市における教育的な効果や現状を理解した上で、審議会と

しての意見を整理する必要がある。 

 

⑤ 審議会の答申の範囲について 

・審議会の答申は、すべての中学校区に係る長期的な計画に影響を与えるものであるこ

とから、答申の範囲と時点修正の考え方について、一定の共通理解が必要である。 

 

⑥ 市民への周知等について 

・本審議会の答申について、市民への周知や意見聴取等の機会を検討する必要がある。 



18 

 

 

 

高槻市学校教育審議会 委員名簿 

 

委嘱期間：令和６年５月３１日から当該諮問に係る調査・審議の期間中 

 

 

氏 名 所 属 等 構 成 

一柳 康人 大阪樟蔭女子大学 児童教育学部 

学識経験のある者 

城下 英行 関西大学 社会安全学部 

津田 和美 平安女学院大学 子ども教育学部 

蛭田 勲 追手門学院大学 国際学部 

鎌田 ひとみ 三島人権擁護委員協議会高槻地区委員会 

関係団体を代表す

る者 
宮本 剛 高槻市青少年指導員協議会 

山本 新一 高槻市コミュニティ市民会議 

髙木 祐樹 高槻市ＰＴＡ協議会 
幼児・児童・生徒の

保護者 
安盛 啓史 高槻市ＰＴＡ協議会 

田中 健文 高槻市公立中学校校長会 
市立の幼稚園・認

定子ども園、小学

校・中学校の教育

職員 

八尾 洋美 高槻市立小学校長連絡会 

山田 めぐみ 高槻市立幼稚園園長会 

入江 隆男 公募市民 市民 

参考資料１ 
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審議会スケジュール 

 

第１回 令和６年５月３１日(金) １３時～                          

 ・学校教育審議会について 

 ・今後の審議内容について 

 

 

第２回 令和６年７月２６日(金)  １３時～                       

・高槻市における連携型小中一貫教育の成果と課題について 

 ・全国及び府内の義務教育学校の設置状況について 

 

 

第３回 令和６年９月１０日(火) １３時～                    

・学校視察（豊中市立庄内さくら学園） 

 

 

第４回 令和６年１１月２９日(金) １５時～                     

  ・今後の審議内容について（中間整理） 

 

 

第５回 令和７年１月３１日(金) １５時～                          

  ・今後の審議内容について 

  ・過去の答申について 

  ・これからの社会に求められる教育について 

 

 

第６回 令和７年３月２８日(金) １５時～                          

  ・今後の高槻がめざす小中一貫教育について（中学校区の実践報告） 

    －確かな学力の育成 

    －地域とともにある学校づくり 

参考資料２ 
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第７回 令和７年５月３０日(金) １５時～                          

  ・義務教育９年間の育ちと学びの連続性を保障する教育環境整備 

    ～安全・安心な学校づくりに向けて～ 

－今後の児童生徒数の推移 

－学校施設の現状 

     －通学距離等の地理的環境 

     －地域の防災拠点としての機能 

 

 

第８回 令和７年９月２６日(金) １５時～                          

  ・今後の方向性について 

・これまでの意見の整理について 

 

 

第９回 令和８年１月２３日(金) １５時～                          

・中間報告（案）の共有 

 

 

第 10回 令和８年２月２７日(金) １５時～                          

  ・中間報告の承認 

  ・答申策定に向けて 

   

 

 

 


